
　
職
場
体
験
学
習
は
、
働
く
こ
と
の

意
義
や
す
ば
ら
し
さ
を
知
り
、
社
会

人
と
し
て
の
基
本
的
な
マ
ナ
ー
を
学

ん
だ
り
、
職
業
観
や
勤
労
観
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
た
り
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。
　

　「
働
い
て
い
る
人
た
ち
が
仕
事
へ

の
や
り
が
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
い
た
」「
働
く
こ
と
の
苦
労
が

分
か
っ
た
」「
貴
重
な
体
験
を
自
分

の
将
来
に
役
立
て
た
い
」
な
ど
、
体

験
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
生
徒
た

ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
５
日
間
の
実
習
を
通

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
所
で
体
験

し
た
り
教
わ
っ
た
り
し
た
こ
と
か

ら
、
子
ど
も
た
ち
は
気
づ
き
、
考
え
、

将
来
の
夢
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
成

長
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
お
忙
し
い
な
か
、
生
徒
た
ち
を
受

け
入
れ
て
丁
寧
に
指
導
し
て
い
た
だ

い
た
各
事
業
所
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し

ま
す
。

　
９
月
下
旬
の
５
日
間
、
市
内
の
中
学
２
年
生
４
９
２
人
が
福
津
市
、

宗
像
市
、
古
賀
市
の
１
２
０
の
事
業
所
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
体

験
を
し
ま
し
た
。
そ
の
様
子
や
感
想
を
紹
介
し
ま
す
。

①店頭に並べる商品を準備
②消防署では放水訓練を体験
③美容室で掃除をする様子
④食事の介助をしました　⑤
小学校では先生になって教え
ることを体験　⑥商品を整理
する様子　⑦注文を受けてい
る様子　⑧菓子店で商品を準
備　⑨車の修理について教え
てもらいました　⑩園児たち
と楽しく遊びました

「
働
く
」
を
学
ぶ

「
働
く
」
を
学
ぶ

〜
中
学
生
職
場
体
験
学
習
〜市

学
校
教
育
課
☎
６
２
・
５
０
９
０

仕事をすることのやりがい
はお客さんの笑顔だと気づ
くことができました。将来
は、人を笑顔にできる仕事
に就きたいです。（津屋崎
中学校）

社員さんたちはすごくカッ
コイイと思いました。細か
いところまで見ていて、挨
拶がとても気持ちいいの
は、社員さんたちの気づか
いのおかげだと実感しまし
た。（福間中学校）

利用者の皆さんは、話をし
たこともない私にもすごく
優しくしてくださってうれ
しかったです。（福間東中
学校）

①

②

③

④

⑥
⑨

⑩

⑦

⑧ ⑤
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　対象要件に該当する市内在住の高齢者は、平成29年3月31日までは、予防接種を定期予防接種として受ける
ことができます。特に肺炎球菌は、平成29年4月1日以降は任意接種として全額自己負担になります。希望する
人は早めにかかりつけの医療機関に予約をして、体調が良いときに接種を受けましょう。

接種費用に関する注意事項

問い合わせ　市いきいき健康課保健指導係　☎３４・３３５２

■対象者　次の表に該当する人で、今までに「成人用肺炎球菌ワクチン」を接種したことがない人

接種回数　１回　　自己負担金　5,680円 （8,680円の接種費用のうち、3,000円を市が負担）

接種回数　１回　　自己負担金　1,400円 （4,700円の接種費用のうち、3,300円を市が負担）

　福津市、宗像市、福岡県医師会加入の各医療機関に事前に電話で予約の上、本人確認用の健康保険証などを持
参して接種を受けてください。福津市、宗像市以外の医療機関を希望する人は、予診票などの書類が必要な場合
がありますので、事前に市いきいき健康課保健指導係まで御連絡ください。

高齢者の皆さんへ 予防接種はお済みですか？

高齢者の肺炎球菌

■対象者　接種日時点の年齢が下記に該当する人
・満65歳以上の人
・60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
（1級）を有する人
※接種時に、身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書が必要です。

高齢者のインフルエンザ

共通事項

65歳
70歳
75歳
80歳

昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日生の人
昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日生の人
昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日生の人
昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日生の人

６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害（１級）を有する人　
※接種時に、身体障害者手帳の提示が必要です。

  85歳
  90歳
  95歳
100歳

昭和　６年４月２日～昭和　７年４月１日生の人
大正１５年４月２日～昭和　２年４月１日生の人
大正１０年４月２日～大正１１年４月１日生の人
大正　５年４月２日～大正　６年４月１日生の人

免除要件

市民税非課税世帯の人
(世帯全員が市民税を
課税されていない人)

①介護保険負担限度額認定証

生活保護世帯の人

証明書類

②後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

④診療依頼書または保護受給証明書

③非課税証明書
※非課税証明書の様式は、予防接種の種類で異なります。両方の予防接種の
対象者に該当する人は、それぞれの証明書を御準備ください。市税務課また
は津屋崎行政センターで申請できます。交付は無料です。

　　上の対象者のうち下の表の要件に該当する人は、接種費用が全額免除されます。表の証明書類のいずれか
を接種日に必ず医療機関に提出してください。接種日の翌日以降に証明書を提示しても、払い戻しの対象に
はなりません。


